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地方公営企業（以下「公営企業」という。）は、水

道事業、下水道事業、病院事業、自動車運送事業な

ど地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービス

を提供している。一方で住民ニーズの質の高まりや

多様化、社会経済情勢の変化等により、公営企業を

取り巻く環境は大きな変化が生じている。

平成１８年度の府内市町村（大阪市・堺市除く）が

経営する公営企業の経営状況は、下水道事業や病院

事業などの２７事業が１７５億円もの不良債務・実質収

支赤字を計上し、法適用企業の２５事業が９５７億円の

累積欠損金を有するなど厳しい状況にある。

以下、平成１８年度決算の概況について述べる。

１　事業数（第１表－１）

平成１８年度末における公営企業数は１６６事業で、前

年度から１事業が増加している。これは、下水道事

業（４事業増）、休養宿泊（１事業増）、索道事業

（１事業増）、簡易水道事業（１事業減）、宅地造成事

業（１事業減）、介護サービス事業（３事業減）とな

ったためである。

なお、下水道事業（３事業）が平成１８年度から法

適用企業へ移行している。

２　職員数（第１表－２）

平成１８年度末において、公営企業に従事する職員

数は法適用企業８,２４９人、法非適用企業１,４６４人、計

９,７１３人で、各企業において退職不補充や業務委託等

により人員削減を図った結果、前年度に比べ１１０人

（１.１％）の減少となっている。

これを事業別に見ると、病院事業が５,８５１人（対

前年度５１人・０.９％増）と最も職員数が多く、次い

で上水道事業が２,１４０人（同６０人・２.７％減）、下水

道事業が１,４６２人（同５７人・３.８％減）で、この３事

業で公営企業に従事する職員全体の９７.３％を占めて

いる。（図－１参照）

３　決算規模（第１表－３）

決算規模は５,２１０億９２百万円で、病院事業や下水

道事業の建設投資額が減少したことなどにより前年

度に比べて２０８億５１百万円（３.８％）減少した。

これを事業別に見ると、下水道事業が２,４７８億６３

百万円（同９２億７３百万円・３.６％減）、病院事業が

１,２７０億７１百万円（対前年度２１億４４百万円・１.７％

減）、上水道事業が１,３２１億７百万円（同５４億１４百万

円・３.９％減）となっており、この３事業で全体の

９７.３％を占めている。（図－２参照）

４　建設投資（第１表－４）

建設投資額は９４４億９０百万円で、前年度に比べて

１０７億２百万円（１０.２％）減少した。

これを事業別に見ると、下水道事業が６４７億３２百

万円（対前年度４１億８３百万円・６.１％減）、上水道事

事業規模
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業が２２７億８百万円（同２２億７１百万円・９.１％減）、

病院事業が３８億６０百万円（同２７億４５百万円・４１.６％

減）となっており、この３事業で全体の９６.６％を占

めている。（図－３参照）

１　収益的収支（第２表）

平成１８年度の収益的収支（法適用企業では経常収

益・費用、法非適用企業では総収益・総費用）にお

ける収益は３,８６３億１０百万円、費用は３,５３７億２６百万

円で収支差引３２５億８４百万円の黒字となった。（前年

度は３６９億９５百万円の黒字）

これを黒字・赤字事業別で見ると、黒字事業は１３３事

業（対前年度５事業減）で黒字額は４５８億５百万円

（同１８億１百万円、３.８％減）、赤字事業は２９事業

（同３事業増）で赤字額は１３２億２１百万円（同２６億１０

百万円、２４.６％増）となっている。

また、法適用・法非適用別では、法適用企業の収益

は２,４４６億５０百万円（対前年度２１億２０百万円、０.９％

増）、費用は２,５０３億９７百万円（同３８億３百万円、

１.５％増）で、収支差引５７億４７百万円の赤字（前年

度は４０億６４百万円の赤字）となっている。

これは、上水道事業、自動車運送事業等において

７２億９０百万円の黒字を計上したものの、病院事業

において１２８億２５百万円の赤字を計上したことによ

る。

経営の状況
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図－３　建設投資額の決算規模に占める割合の推移
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一方、法非適用企業の収益は１,４１６億６１百万円（対

前年度１１２億９６百万円、７.４％減）、費用は１,０３３億

２９百万円（同８５億６８百万円、７.７％減）で収支差引

３８３億３１百万円の黒字（前年度は４１０億５９百万円の

黒字）となっている。（図－４参照）

経常収支比率（法適用企業では経常収益／経常費

用、法非適用企業では総収益／総費用）を見ると、

上水道事業は１０５.６％（前年度１０５.２％）、病院事業

は８９.８％（同９２.０％）、下水道事業は１３３.９％（同

１３４.８％）、公営企業全体では１０９.２％（同１１０.３％）

となり、前年度に比べて１.１ポイント悪化した。

（図－５参照）

２　資本的収支（第３表）

平成１８年度の資本的収支における収入総額は１,２２４

億９４百万円（対前年度５８億９２百万円、４.６％減）、支

出総額は１,９０７億２８百万円（同９９億５５百万円、５.０％

減）で、差引６８２億３４百万円の収支不足（前年度は

７２２億９６百万円の収支不足）となった。

３　一般会計繰入金（第４表）

平成１８年度の一般会計からの繰入金総額は９８５億

３５百万円で、下水道事業等における繰入金の減少に

より、前年度に比べ５２億８１百万円減少したが、総収

入に占める割合は１９.４％（前年度１９.８％）となり、

依然、高い率である。

これを事業別にみると、下水道事業が７７３億９３百

万円（対前年度６１億３百万円、７.３％減）で、全体

の７８.５％を占めている。次いで病院事業が１６４億６５

百万円（同１４億３８百万円、９.６％増）、上水道事業が

１８億７３百万円（同４億７８百万円、２０.３％減）で、こ

の３事業で全体の９７.２％を占めている。（図－６参照）

４　不良債務（実質収支赤字）額（第５表）

平成１８年度末の不良債務・実質収支赤字の総額は

１７４億７２百万円で、前年度末に比べて６億１百万円

（３.６％）増加し厳しい状態が続いている。

これを事業別に見ると、法適用企業では、上水道

事業・自動車運送事業に不良債務を有する事業はな

いものの、病院事業では１７事業中７事業で５６億９百

万円（対前年度３０億９百万円、１１５.７％増）、下水道

事業では４事業中１事業で１百万円（同皆増）、宅地

造成事業では１事業で１７億６１百万円（同３億７８百万

円、１７.７％減）の不良債務を有している。

一方、法非適用企業では、下水道事業で６７事業中

１４事業で８６億５６百万円（対前年度２２億１１百万円、

２０.３％減）、宅地造成事業では５事業中１事業で２

億１０百万円（同０.１％増）、駐車場事業では１０事業中

２事業で１１億５６百万円（同１億３７百万円、１３.５％

増）、索道事業では１事業で７９百万円（同皆増）の

実質収支赤字となっている。（図－７参照）
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図－６　一般会計繰入金の推移
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以上、平成１８年度の府内市町村の公営企業の経営

状況を見てきたが、病院事業や下水道事業など２７事

業が不良債務・実質収支の赤字を計上するなど非常

に厳しい状況にある。

また、不良債務・実質収支の赤字を計上していな

い事業についても、一般会計からの多額の繰入金に

より黒字を確保している状況がうかがえる。

こうした中、平成１９年６月２２日に「地方公共団体の

財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）」

（以下、「財政健全化法」という。）が公布された。

以下、公営企業に関する規定を中心に概説する。

●概要

財政健全化法は、一般会計はもとより、公営企業

会計を始め、地方公共団体における全ての会計及び

出資法人等（一部事務組合、土地開発公社や第三セ

クターなど）も対象とし、地方公共団体の財政健全

化に資することを目的としている。

また、従来の公営企業の再建制度が、法適用企業

のみを対象としてきたのに対し、財政健全化法にお

いては、法適用・非適用企業の区別なく、地方公共

団体が経営する公営企業は全て経営健全化の対象と

された。

これは、従来の制度が「普通会計を中心とする再

建制度とは全く独立した別立ての制度となっている

上に、財政情報の開示が不十分であること、事業の

経営状況が住民負担に直結しやすい場合が多いこと、

早期是正の機能がないこと等の課題を抱えている」

（「新しい地方財政制度研究会報告書」平成１８年１２月）

との考えに基づくものである。

●健全化判断比率となる指標

財政健全化法において、財政の健全性を示す指標

として、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実

質公債費比率」、「将来負担比率」及び「資金不足比

率」が定義された。

連結実質赤字比率の算出に当たっては、公営企業

の赤字や資金不足額も連結される。また、公営企業

会計の地方債のうち、最終的に一般会計等が負担す

べきものについては将来負担比率の算出において加

味されることとなる。

すなわち、たとえ一般会計は健全であっても、多

額の資金不足や地方債残高を抱える公営企業が要因

となって、早期健全化団体又は財政再生団体となる

ケースが出てくることも想定される。

また、このスキームと併せて、各公営企業会計に

おいても、資金不足比率が一定の基準を超えれば、

自律的な経営改善を義務付け、経営の健全化を図る

スキームが定められた。

これは、「公営企業が供給する住民サービスは、

上・下水道、病院など住民の日常生活に欠くことの

できないものが多いことから、その経営の悪化が住

民生活に多大な影響を与えることのないよう、個々

の公営企業会計においても、経営悪化の初期の段階

から経営健全化計画の策定を義務づけ、自律的な経

営改善を促す（中略）ことにより、公営企業会計の

経営が悪化した場合に普通会計に与える影響も未然

に防止することが可能となる」（同研究会報告書）た

めである。

●資金不足比率の算定、健全化計画の策定等

公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、

資金不足比率を議会に報告し、公表しなければなら

ないとされている。

また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった

まとめ
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図－７　不良債務（実質収支赤字）額の推移
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場合には、個別外部監査契約よる監査を義務付け、議

会の議決を経て経営健全化計画を策定・公表する必要

があるとともに、毎年度計画の内容やその実施状況を

議会に報告・公表しなければならないとされている。

これは、公営企業の健全な経営及び経営健全化計

画の実効性の確保のためには、公営企業の実態や経

営健全化の取り組み状況について住民のチェックが

十分に機能することが重要であるとの考えに基づく

ものである。

●おわりに

健全化指標の公表は平成１９年度決算から、そして健

全化計画策定等の義務付け規定は平成２０年度決算から

適用されることとなっており、平成２０年度当初予算を

どう編成するかが、当面の大きな課題となっている。

公営企業担当課においては、改めて独立採算制の

原則を再認識し、普通会計の指標を悪化させる要因

となっていないかなど経営の総点検を行うとともに、

サービスの内容が住民ニーズや社会経済情勢に対応

したものとなっているかといった観点から、サービ

ス供給のあり方も含め再検討を行われたい。

また、財政担当課においても、公営企業会計にお

いて多額の資金不足や基準外繰出金が生じている現

状を十分認識し、要因や課題の把握だけに留まらず、

公営企業の経営状況が、連結実質赤字比率の算定に

大きく影響することなどを踏まえ、公営企業の経営

改善に積極的に関与されたい。
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Ⅰ．上水道事業の現状

平成１８年度末における給水人口（除く用水供給事

業）は、５,３８１千人（対前年度比３,３１６人増）となっ

ており、行政区域内人口に対する普及率は９９.９％

（前年度９９.８％）となっている。

年間総配水量は、６億６,７１２万ｍ３（うち末端給水

事業６億６,１０４万ｍ３）で前年度に比べ、６０１万ｍ３

（同５８４万ｍ３）、０.９％（同０.９％）の減となった。

一方、年間総有収水量は、６億２,５７５万ｍ３（同６億

１,９７０万ｍ３）で前年度に比べ、４４８万ｍ３、０.７％の

減、（同４３０万ｍ３、０.７％の減）となった。これは、

長引く景気の低迷による業務用使用水量の減少や、

家庭用節水機器などの普及によって使用水量が減少

したことによる。この結果、有収率は９３.８％（前年

度９３.６％）となった。

総収益は、１,１９０億４０百万円（対前年度２２億６５百

万円、１.９％減）で、総費用は、１,１２８億３百万円

（同２５億４１百万円、２.２％減）となり、収支差引６２億

３７百万円の黒字（前年度５９億６１百万円の黒字）とな

った。

経常収益は、１,１６０億１９百万円（対前年度１４億７８

百万円、１.３％減）となった。これは、有収水量（使

用水量）が減少したことなどが主な要因である。

また、経常費用は１,０９３億６０百万円（同１８億７１百

万円、１.７％減）となった。これは、職員給与費や

企業債現在高の減少により支払利息が減少したこと

などが主な要因である。

以上の結果、経常収支は５年連続で黒字（６２億７１

百万円。同３億２４百万円増）となった。

一方、累積欠損金は、７事業で２４億６８百万円（前

年度５事業、２７億２３百万円）、累積欠損金比率は２.２％

（同２.４％）となり、事業数は増加したものの前年度

に引き続き改善した。

他会計繰入金は１８億７３百万円で、前年度に比べて

４億７８百万円、２０.３％減少した。このうち、収益的

収入分は１１億１１百万円で、前年度に比べて１億４４百

万円、１１.４％減少し、資本的収入分は、７億６２百万

円で、前年度に比べて３億３４百万円、３０.５％減少し

た。収益的収入分の減少については、一部団体で繰

入金が大幅に減少したことなどが主な要因である。

資本的収入分の減少については、一部団体で他会計

出資金の水道出資等の減少したことなどが主な要因

である。

府内市町村上水道事業の経常収支（大阪市・堺市

を除く）は、５年連続で黒字となり、順調に収支が

改善されているといえる。

その主な要因は、職員給与費の抑制、支払利息の

減少などである。

しかし、人口減少社会の到来や住民意識の変化に

よる節水型社会への移行により、水需要の大幅な伸

びは期待できず、むしろ減少の状況にある。府内に

おいても、有収水量は家庭用・業務用ともに減少傾

向にある。

また、住民のニーズは益々高度化・多様化してき

ており、公営企業として一層の自立性の強化と経営

の健全化が強く求められている。今後とも住民のニ

ーズに的確に応え、良質なサービスを安定的に供給

していくためには、経営の健全化・効率化の推進が

不可欠であり、そのあり方について再点検を行い、

経営基盤の強化を図らなければならない。このため、

特に次の事項に留意した経営改善努力が必要とされ

ている。

（１）経営効率化の推進

経営効率化を推進するためには、機能的な経営

が可能となるような組織・機構の構築が必要であ

る。まずは組織・機構について全般的に見直し、

上水道事業経営の課題

他会計繰入金の状況（第３表）

経営状況（第２表）

事業の状況（第１表）

事業別状況
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一層の定数削減を行うなどの取組が求められる。

また、業務内容についても最小費用で最大効果を

得るための方法を検討するとともに、経費の節減

に努める必要がある。

さらに、中長期的にサービスの質や業務の内容、

財政の健全化に関する目標を設定し、その目標に

即した経営を行わなければならない。そして、そ

の達成状況の管理・評価を行うとともに、今後の

水需要の動向やそれに要するコスト等を加味した

財政収支計画を策定し、効率化を促進する必要が

ある。なお、中長期的な財政収支計画を策定する

際には、不確定要素によって収支見通しがぶれる

ことも考えられる。そこで、あらかじめそれらを

想定し、対応できるよう数パターンを設定し、随

時修正していくことも大切であろう。

○職員一人当たりの営業収益

府内平均　⑱５８,９１２千円 ⑰５８,１２８千円

全国平均　　　　― ⑰５６,０８４千円

（２）料金の適正化

独立採算制による事業経営を安定して進めるた

めには、適正な料金水準であることが必要である。

供給単価が給水原価を下回っている状況で、この

差額部分が赤字を発生させる要因となっている。

大阪府営水の料金改定が実施された平成１２年１０月

から平成１９年３月末までの間に、４０事業中（用水

供給事業を除く）３０事業において料金改定（消費

税転嫁を除く）が実施されているが、料金改定の

遅れた市町村は、供給単価と給水原価のかい離が

拡大する状況となっている。

より一層の経営の効率化を前提としながらも、

供給単価と給水原価が一定以上かい離した場合に

は、適時適切に料金改定を行う必要がある。

○供給単価　府内平均　⑱１７２.１円 ⑰１７３.１円

全国平均　　　― ⑰１７３.３円

○給水原価　府内平均　⑱１７５.９円 ⑰１７７.７円

全国平均　　　― ⑰１７６.０円

（３）適切な建設投資

施設利用率が低いことにより経営の悪化を招い

ている事業も見受けられる。建設投資計画の策定

に当たっては、従来にも増して的確な水需要予測

を行い、水源や水道施設・整備が過剰なものとな

っていないかなど、中・長期的な視点に立って、

投資規模の適正化を図ることが必要である。

○施設利用率　府内平均　⑱６３.１％ ⑰６２.７％

全国平均　　　― ⑰６２.２％

（４）情報公開の推進

住民の水道事業に対する理解を深めるためには、

中期経営計画や業績評価、さらに料金の算定方法

や経営内容等の財務会計情報について、理解・評

価しやすいよう工夫して公開・説明していくこと

が必要である。

特に経営効率化の目標や費用の削減効果につい

ては、数値化や図式化等、可視化して分かりやす

くすることが大切であり、類似団体との料金コス

ト等の比較対照情報についても積極的に公表・Ｐ

Ｒしていくことが必要である。

（５）民間的経営手法の導入等の検討

近年、公的サービスの供給方法の多様化や規制

緩和の進展、社会経済情勢の著しい変化など、公

営企業を取り巻く環境は大きく変化している。

平成１６年４月には「地方公営企業の総点検につ

いて、平成１７年３月には「地方公共団体における

行政改革の推進のための新たな指針」が総務省よ

り通知された。その中で公営企業の経営健全化の

観点から、公営企業として実施する必要性を含め、

指定管理者制度やＰＦＩ事業、民間委託等の民間

的経営手法の導入の促進が要請されている。

そのような中、平成１８年３月には「水道事業に

おける民間的経営手法の導入に関する調査研究報

告書」が、民間的経営手法の導入の検討を進める

際の基礎的参考資料としてとりまとめられた。同

報告書では、全国の水道事業における民間的経営

手法導入の現況、従来型業務委託や指定管理者制

度、ＰＦＩ事業等の概要や課題、独立行政法人、

各制度の先進事例等について整理されている。平

成１８年３月現在、ＰＦＩ事業については、全国で

６団体のみが導入しており、指定管理者制度につ

いては、全国で１団体のみが導入、独立行政法人

については、導入した自治体はない。

しかし、府内市町村においては、人口急増期に
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整備した施設の老朽化に伴う更新事業が急務とな

っている。こうした事業には多額の資金が必要と

なるが、経営効率化や資金負担の軽減といった観

点からも、ＰＦＩ事業など民間的経営手法の導入

を積極的に検討していく必要があるだろう。

（注）府内平均、全国平均は末端給水事業の数値

Ⅱ　病院事業の現状

平成１８年度末における府内市町立病院（大阪市・

堺市を除く１７病院）の総病床数は、前年度末と同じ

５,４３３床となっており、内訳は、一般病床が５,４０１

床、感染症病床が３２床となっている。

職員数は、欠員補充などにより、前年度末から５１

人増加し、５,８５１人となった。一方、職員１人当り

の平均給与月額は前年度から４７１円増加し、月額

６１８,５８０円となった。この結果、職員給与費対料金

収入比率は、前年度から１.９％増加し、５７.６％とな

っている。病院事業は、その性格上、職員給与費の

負担が大きく、職員配置の適正化は重要な課題であ

る。特に看護体制については、病棟部門と外来部門

などの相互応援体制やパート職員の活用などについ

て、配置基準等も踏まえ充分に検討する必要がある。

外来患者（年延数）は、医師の退職に伴う外来診

療の減や医療費の投薬期間の長期化などの影響もあ

り、前年度に比べて２２万８千人（６.３％）減少し、

３４０万２千人となったが、患者１人１日当りの診療

収入は、０.８％上昇して８,８７９円となった。

入院患者（年延数）は、前年度に比べて３万７千

人（２.２％）減少し、１６０万９千人となった。また、

病床利用率は、前年度の８３.３％から８１.６％に１.７％

低下したが、患者１人１日当りの診療収入は、平均

在院日数の短縮などにより、０.４％上昇して４０,３７６

円となった。

経常収益は、医師不足や院外処方の実施及び診療

報酬改定等による影響を受け、入院収益で１２億円、

外来収益で１７億５８百万円減少し、１,１２６億５２百万円

（対前年度３１億１百万円・２.７％減）となった。

これに対して経常費用は、１,２５４億７７百万円（対

前年度３億８７百万円・０.３％減）となった。これは、

院外処方の実施に伴う材料費の減少や減価償却費の

減少などが要因となっている。

以上の結果、経常損益は１２８億２５百万円の赤字と

なった。これは１０１億１１百万円の赤字であった前年

度と比較して、２７億１５百万円の収支悪化となった。

黒字事業数は、前年度の２事業から１事業に減少し、

黒字額は１８百万円（対前年度７４百万円・８０.８％減）、

逆に赤字事業数は１事業増加して１６事業となり、赤

字額は１２８億４３百万円（同２６億４１百万円・２５.９％増）

となった。

累積欠損金は、全１７事業で９１４億２３百万円（対前

年度１２４億８３百万円・１５.８％増）を有している。

不良債務を有する事業は、前年度から２事業増加

して７事業となり、その額も５６億９百万円（対前年

度３０億９百万円・１１５.７％増）と大幅な増加となっ

た。

他会計繰入金は１６４億６５百万円で、前年度に比べ

て１４億３８百万円（９.６％）増加した。このうち収益

的収入分（特別利益を含む）は、１２２億３百万円で

前年度に比べて８億２６百万円（６.８％）増加した。ま

た、資本的収入分は４２億６２百万円で前年度に比べて、

６億１３百万円（１６.８％）増加した。これは、主に企

業債の償還の増加や公立忠岡病院の廃院に伴う繰入

金が増加したものである。

なお、一般会計と病院会計の経費負担区分につい

ては、公営企業繰出基準に基づくルール化を図り、

一般会計が負担すべき部分とそうでない部分を区分

した上で、病院事業の経営責任を明確にするべきで

ある。

他会計繰入金の状況（第3表）

経営の状況（第2表）

事業の状況（第１表）
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病院側としては、一般会計等において負担すべき

経費を除いた部分における独立採算の原則に立ち返

り、基準外繰入に頼らない経営を目指さねばならな

い。また、一般会計側としては、財政状況が苦しい

ことを理由にいたずらに繰入金の削減を行うことが

あってはならない。両者とも経費負担区分の趣旨を

十分に理解し適切に運用することが重要である。

府内市町立病院の経営状況は、平成１４年度には診

療報酬の減額改定などの影響もあり、全１７事業で経

常損失が生じるという事態となったが、１５年度は赤

字事業数・経常損失ともに減少した。しかし、翌年

度には再び全１７事業中１６事業で経常損失が生じるこ

ととなり、１７年度に引き続き１８年度も経常損失が増

加し、３年連続となる厳しい状況となっている。

また、平成１８年度の診療報酬改定は、３期連続マ

イナス改定となり、過去最大の下げ幅の△３.１６％と

なったことにも見られるように、医療制度改革や近

年特定の診療科を中心とした医師不足など、経営に

与える影響が深刻化してきており、自治体病院の存

在自体に大きな影響を及ぼすような動きが見受けら

れる。このような中、１９年３月末には公立忠岡病院

が廃院となったところであり、今後の病院経営を取

り巻く環境は大変厳しいものがある。

現在、地域医療の確保に一定の役割を果たしてい

る病院事業が、今後とも住民により良質な医療サー

ビスを提供し、その期待に応えていくためには、病

院の経営の効率化やあり方を根本的に見つめ直すこ

とも必要である。

（１）病院の経営形態の検討

これまでの公立病院は、直営を前提として経営

されてきたが、民間病院に比べて人件費が高いな

ど、近年その非効率さを指摘する意見が見られる。

府内ではまだ実例は少ないが、他府県では最近病

院の民営化や指定管理者制度の導入など経営形態

を根本的に見直す動きが見られる。具体的な選択

肢としては、①地方公営企業法の全部適用、②地

方独立行政法人化、③指定管理者制度の活用、④

民営化が考えられる。とりわけ、②・③・④につ

いては、職員の処遇が最大の課題になると見られ、

躊躇しているところもあると思われる。しかし、

経営状況が厳しく、医療制度改革や医師確保など、

今後の情勢を考えれば、経営の更なる効率化の検

討に加え、これらの経営形態についても自病院で

行った場合の検討は必要ではないかと考える。

一方、国においては、（１）経営の効率化、（２）

再編・ネットワーク化、（３）経営形態の見直し、

の３つの視点に立った改革を推進し、年内に各自

治体に対しガイドラインを示し、経営指標に関す

る数値目標の設定など改革プランを策定するよう

施すとしており、この７月には「公立病院改革懇

談会」を設置して検討されているところである。

（２）事業管理者・院長・事務局長等による経営体制

の確保

前記①の地方公営企業法の全部適用については、

直営を前提とした従来からの制度であり、府内で

も適用している病院は複数ある。しかし、全国的

にも、全部適用をすれば、すべて経営が好転する

というわけではない。経営が好転している病院で

は、事業管理者が先頭に立って経営改善に取り組

むとともに、実際の診療にも経営にも精通し、事

業管理者の意識が院長、事務局長及び医療技術者

など末端にいたる職員にまで共有されているケー

スが多いと考えられる。このような事業管理者等

と職員間の意思疎通を図り、経営体制を確立する

ことが重要である。これは②の地方独立行政法人

化についてもいえることであり、経営形態の見直

しは、その経営手法のメリットを最大限に生かし

た改革ができるかがポイントとなる。

多くの公立病院について、開設されてから半世

紀を経過した今、公立病院とは何か、また地域に

おける必要な医療提供体制をいかに確保するかが

求められている。

病院事業経営の課題
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Ⅲ　下水道事業の現状

平成１８年度末における下水道事業数は７１事業（前

年度末は６７事業）である。前年度と比べて、茨木市

において特定環境保全公共下水道事業、枚方市・大

東市・河内長野市において特定地域生活排水処理施

設事業が実施されたため４事業の増となっている。

なお、平成１８年度から岸和田市の３事業（公共下

水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水処理

施設）が法適用企業へ移行した。

平成１８年度末における現在処理区域内人口は

４,６２１,３０７人（前年度４,５３５,２２７人　１.９％増）、現在

処理区域面積は４８,２２６ｈａ（前年度４６,５２４ｈａ ３.７％

増）、行政区域内人口に対する普及率は８５.６％（前年

度８３.９％）となっている。

（１）収益的収支の状況

平成１８年度における法適用企業の総収益は８５億

８３百万円（対前年度６５億９９百万円、３３２.６％増）、

総費用は８３億４７百万円（対前年度６５億６０百万円、

３６７.３％増）で、総収益から総費用を差し引いた

純損益は２億３７百万円の黒字（対前年度３９百万円、

１９.７％増）となっている。うち特別利益及び特別

損失を控除した経常損益は２億４３百万円の黒字

（対前年度４４百万円、２２.３％増）、当年度未処理剰

余金は２億６７百万円（対前年度８７百万円　４８.１％

増）となっている。

なお、総収益や総費用が前年度と比較して大き

く変動しているのは、平成１８年度から岸和田市の

３事業が法適用企業へ移行したためである。

次に、法非適用企業における総収益は１,３７１億

７５百万円（対前年度８９億１８百万円、６.１％減）、総

費用は１,００４億８３百万円（対前年度７５億８２百万円、

７.０％減）で、差し引き３６６億９２百万円の黒字（対

前年度１３億３７百万円、３.５％減）となっている。

総収益では、他会計繰入金の基準外の抑制など

により前年度に比べて減少している。

一方、総費用では、建設投資に係る地方債利息

の減や職員給与費の減などにより、前年度に比べ

て減少している。

（２）資本的収支の状況

法適用企業の資本的収入は４３億７０百万円（対前

年度３９億７０百万円、９９２.６％増）、資本的支出は７６

億３７百万円（対前年度６６億１１百万円、６４４.４％増）

で、差し引き３２億６７百万円の赤字（対前年度２６億

４１百万円、４２１.９％増）となっている。

なお、対前年度比率が大きいのは岸和田市の３

事業が法適用企業へ移行したためである。

次に、法非適用企業の資本的収入は８９３億８４百

万円（対前年度９０億３７百万円、９.２％減）、資本的

支出は１,２４４億９９百万円（対前年度１００億６９百万円、

７.５％減）で、差し引き３５１億１５百万円の赤字（対

前年度１０億３１百万円、２.９％減）となっている。

資本的収入では、建設事業の減少に伴う地方債

や国庫補助金の減及び他会計繰入金の減により、

前年度に比べて減少している。

一方、資本的支出では、地方債償還金や建設事

業の減少により、前年度と比べて減少している。

（３）実質収支及び経費回収率の状況

平成１８年度の法適用企業については、１百万円

の不良債務（実質赤字）が発生している。

また、法非適用企業については、収益的収支と

資本的収支の再差し引きが１５億７７百万円の黒字と

なっているが、前年度繰上充用金等を差し引いた

実質収支は５６億２１百万円の赤字（対前年度２２億７５

百万円、２８.８％減）となっている。

実質収支において黒字を生じた法非適用企業は

５３事業（前年度と比べて１事業減）で、その額は

３０億３５百万円（対前年度６５百万円、２.２％増）、赤

字を生じた事業は１４事業（前年度と比べて２事業

増）で、その額は８６億５６百万円（対前年度２２億

１１百万円、２０.３％減）となっている。

なお、処理原価（汚水処理費を年間総有収水量

で除したもの）は１５５.９円／ｍ３（維持管理費５２.４

円／ｍ３、資本費１０３.５円／ｍ３）、使用料単価（使用

料収入を年間総有収水量で除したもの）は１２２.７

経営状況（第２表、第３表）

事業の状況（第１表）
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円／ｍ３で、経費回収率は７８.７％（前年度７４.８％）

となっている。独立採算による経営を成立させる

ためには、経費回収率が１００％以上であることが

必要とされるが、平成１８年度においても一定の改

善がみられるものの、依然経費回収率１００％には

程遠い状況にある。

下水道事業会計に対する他会計（一般会計）から

の繰入金は、収益的収入への繰入金が５７３億９百万

円（対前年度２９億７８百万円、４.９％減）、資本的収入

への繰入金が２００億８４百万円（対前年度３１億２４百万

円、１３.５％減）、計７７３億９３百万円（対前年度６１億３

百万円、７.３％減）となっている。

これを基準内外別に見ると、繰出基準に基づくも

のは収益的収入分で５０１億９８百万円、資本的収入分

で１０５億１５百万円、合計６０７億１３百万円となってい

る。一方、繰出基準に基づかないものは収益的収入

分で７１億１１百万円、資本的収入分で９５億６９百万円、

合計では１６６億７９百万円となっており、前年度と比

べて大幅な減少となったが依然多額であり、一般会

計の財政運営を圧迫している。

（１）使用料の適正化

府内市町村の経費回収率（汚水処理費のうち使

用料により回収されている割合）は、平均で７８.７％

であり、残りは他会計からの繰入金により賄われ

ている状況である。使用料（公共）を全国平均と

比較しても一般家庭用２０ｍ３あたりの単価が７００円

程度低い設定となっているにもかかわらず、近隣

市町村との横並びに重きを置いた使用料設定方針

をとっている団体も見受けられる。しかし、各市

町村の地域的条件、事業の実施時期、使用者の分

散度等は様々であり、使用料の対象経費や汚水量

も異なることから、本来、その団体の経営状況に

応じた使用料水準があるはずである。

汚水処理原価を使用料で賄えていない市町村にあ

っては、使用料を適切な水準に引上げる必要がある。

公営企業として経営される以上は、一般会計と

の経費負担区分の原則を前提として、経営状況及

び料金対象経費を的確に把握し、経営の合理化、

料金水準の適正化等による独立採算制が義務付け

られている。近年になって下水道整備に着手した

ため普及率が低く、独立採算がとれるほど厳格な

管理運営は難しい事業も存在するが、少なくとも、

使用料水準の意思決定過程においては、①建設時

に発行した起債の支払利息と元金をどの程度料金

算定の対象に入れるか。②使用料と汚水処理コス

トのバランスをどのように考慮するか等について

きっちりとした議論がなされた上で料金水準が設

定されなければならない。

また、料金改定の実施の有無にかかわらず、一

定期間ごとに料金水準の見直しを行うことも必要

である。

さらに、こうした料金設定の考え方について、

広報紙や説明会等を通じて住民に対し広く情報公

開し、説明責任を果たすことが必要である。そう

することによって、使用料改定に対するコンセン

サスが得られやすくなると考えられる。

なお、使用料改定以前に、使用料の滞納対策に

取り組み、受益者間の公平性の確保に努めること

が必要な点は言うまでもない。

○使用料（家庭用２０ｍ３）

府内平均 ⑱１,８０２円 ⑰１,７７８円

全国平均 －　 ⑰２,４４２円

○使用料単価

府内平均 ⑱１２２.８円／ｍ３ ⑰１２１.２円／ｍ３

全国平均 － ⑰１３２.１円／ｍ３

○処理原価

府内平均 ⑱１５５.５円／ｍ３ ⑰１６１.３円／ｍ３

全国平均 － ⑰１９６.３円／ｍ３

○経費回収率

府内平均 ⑱７９.０％ ⑰７５.１％

全国平均　 －　 ⑰６７.３％

※府内平均＝大阪市・堺市を除く、公共下水道

事業（泉北環境含む）

全国平均＝公共下水道事業

下水道事業経営の課題

他会計繰入金の状況（第４表）
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（２）維持管理コストの見直し

維持管理費は日常の下水道施設の維持管理に要

する経費であり、具体的には、人件費、動力費、

薬品費、施設補修費、管渠清掃費等によって構成

される。

維持管理費を抑制して、住民負担を極力軽減す

るためには、組織の簡素合理化、定員管理の適正

化、業務の民間委託等を推進することにより、経

費の徹底的な抑制を図る必要がある。

特に処理原価が割高となっている団体において

は、維持管理業務のうち委託可能なものについて

は、積極的に民間等への委託を推進し、下水道管

理台帳等のデータベース化や保守点検、水質検査

等の頻度の見直し等により、効率的な維持管理に

取り組む必要がある。

（３）計画的・効率的な事業の推進

団体の財政規模や財政状況と事業展開とのバラ

ンスが取れていない団体も一部見受けられる。下

水道事業は、長期の建設期間と多額の投資を必要

とするものであり、資本費や維持管理費等の費用

と、使用料等の収入についての的確な分析を行い、

中長期的な計画を立てた上で、投資効果を考慮し

た効率的で無駄のない事業の展開が求められる。

○下水道普及率

府内平均　⑱８５.６％　⑰８３.９％

※府内平均＝大阪市・堺市除く、下水道事業

（流域除く）。

○地方債残高

⑱１兆４,１０７億４０百万円

⑰１兆４,１９６億４４百万円

⑯１兆４,２７７億６３百万円

○地方債元利償還額

⑱１,１３４億４４百万円

⑰１,１４８億４５百万円

⑯１,０９０億７９百万円

（４）経費負担区分の適正化

一般会計からの繰入金の額、特に繰出基準に基

づかない繰入金については、一般会計の財政運営

に支障が生じることのないよう、経費負担区分の

明確化に努める必要がある。

また、平成１８年度においては、繰出基準の見直

し（分流式下水道等に要する経費に対する繰出の

創設）が行われ、適切な料金設定を行ってもなお

不採算となる汚水処理経費について、基準内の繰

出しが認められたことや、一般会計の財政状況を

理由に基準外繰入金の大幅な削減がなされている

団体もあり、全体的に基準外繰入金は削減傾向に

ある。今後も基準外繰入金に依存しない経営体質

を目指すとともに、長期的な計画について一般会

計の財政担当部局とも十分に協議、調整しなくて

はならない。

○繰入金総額

（うち基準外繰入金。他会計借入金含む）

⑱７７３億９３百万円（１６６億７９百万円）

⑰８３４億９５百万円（２０２億）

⑯８７１億２６百万円（２３０億３５百万円）

○繰入金総額／標準財政規模

府内平均　⑱８.０％　⑰８.８％　⑯９.２％

※府内平均＝大阪市・堺市除く

（５）最適な処理システムの選択

下水道施設については、地域の自然的・社会的

諸条件に合致したものであるとともに、維持管理

を含め最小の費用で最大の効果が得られるよう施

設の規模、構造等のあらゆる面にわたり効率性・

経済性が追及されなければならない。今後整備を

進めていく団体にあっては、下水道や合併処理浄

化槽等の各種生活排水処理システムによる建設費

や維持管理費を含む整備コストを比較・検討し、

地域の特性に応じた整備方策を選択し、様々な下

水処理施設を複合的に活用した整備を進めていく

ことにより、一層快適な住民生活の実現を図るこ

とが重要である。

以上、府内の各市町村における下水道事業の経営

状況を見てきたが、法非適用企業の実質赤字が全国

のおよそ４分の１を占める（平成１７年度決算）とと

もに、一般会計からの多額の繰入金に依存している

事業が見受けられるなど、非常に厳しい状況が続い

ている。

また１兆４,１０７億円を超える地方債残高を抱え、そ

の元利償還金は将来の経営をさらに圧迫するものと
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予想される。

さらにこれらは、前述の財政健全化法の指標であ

る資金不足比率は勿論のこと、連結実質赤字比率、

実質公債費比率及び将来負担比率を悪化させる要因

ともなる。

下水道事業も公営企業として運営される以上は、

その経費は、一般会計が負担すべき部分を除いて、

使用料で賄うという独立採算による経営の確保が要

請されている。この経営の基本原則を十分に再認識

するとともに、施行期日が迫った財政健全化法を視

野に入れ、経営の健全化を強力に推し進められたい。

○累積欠損金（法適用企業）

府内計　⑱なし

⑰なし

全国計　⑰１１６事業 ２,０６３億２３百万円

○不良債務（法適用企業）

府内計　⑱１事業 １百万円

⑰なし

全国計　⑰２２事業２５５億８１百万円

○実質赤字（法非適用企業）

府内計　⑱１４事業 ８６億５６百万円

⑰１２事業 １０８億６７百万円

全国計　⑰９５事業 ４２７億２２百万円

※府内計＝大阪市・堺市除く

全国計＝事業数には建設中の事業除く
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第１表　下水道事業の状況 
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第２表の２　下水道事業の経営状況（法非適用） 

第２表の１　下水道事業の経営状況（法適用） 
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第３表　処理原価と使用料単価の状況 

第４表　他会計繰入金の状況 
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